
児
童
扶
養
手
当
制
度

　

離
婚
な
ど
の
理
由
で
、
父
ま
た
は
母

と
生
計
を
別
に
し
て
い
る
児
童
を
養
育

す
る
家
庭
に
支
給
し
ま
す
。

●
支
給
額

　

受
給
資
格
者
と
扶
養
義
務
者
（
同
居

し
て
い
る
親
な
ど
）
の
所
得
に
応
じ

て
区
分
さ
れ
ま
す
。
こ
の
区
分
は
、

毎
年
、
現
況
届
の
審
査
状
況
で
見
直

さ
れ
ま
す
。

事
実
婚
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は

　

事
実
婚
と
は
、
夫
婦
と
し
て
の
共
同

生
活
と
認
め
ら
れ
る
事
実
関
係
（
定
期

的
訪
問
が
あ
っ
て
、
定
期
的
な
生
活
費

の
補
助
を
受
け
て
い
る
な
ど
。
同
居
の

有
無
を
問
わ
な
い
）
が
存
在
す
る
状
態

で
す
。

　

事
実
婚
の
場
合
は
、
児
童
扶
養
手
当

の
受
給
対
象
外
と
な
り
ま
す
の
で
、
手

当
を
受
け
て
い
る
人
で
事
実
婚
の
状
態

に
あ
る
と
思
わ
れ
る
人
は
、
速
や
か
に

資
格
喪
失
の
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ

い
。

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費

助
成
制
度

　

ひ
と
り
親
家
庭
（
父
子
・
母
子
家

庭
）
な
ど
の
生
活
安
定
と
福
祉
の
向
上

の
た
め
、
医
療
費
の
一
部
を
助
成
し
ま

す
。

●
対
象
　
次
の
全
て
を
満
た
す
人

◦
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
被

保
険
者
ま
た
は
社
会
保
険
各
法
の
規

定
に
よ
る
被
保
険
者
も
し
く
は
被
扶

養
者

◦
市
内
に
住
所
を
有
す
る
ひ
と
り
親
家

庭
の
父
も
し
く
は
母
お
よ
び
そ
の
者

に
扶
養
さ
れ
て
い
る
児
童
ま
た
は
父

母
の
い
な
い
児
童

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

●
助
成
期
間

◦
児
童　

…
18

歳
に
達
す
る
日
以
降
最

初
の
３
月
31

日
ま
で

◦
父
・
母
な
ど 

…
児
童
が
20

歳
に
達

す
る
月
末
ま
で
（
た
だ
し
、
児
童
を

扶
養
し
て
い
る
場
合
）

●
助
成
額

　

助
成
対
象
者
が
支
払
っ
た
一
部
負
担

金
の
３
分
の
２
に
相
当
す
る
額

現
況
届
を
忘
れ
ず
に

　

児
童
扶
養
手
当
・
ひ
と
り
親
家
庭
等

医
療
費
助
成
を
受
け
て
い
る
人
は
、
受

給
資
格
確
認
の
た
め
、
現
況
届
の
提
出

が
必
要
で
す
。
対
象
者
に
は
８
月
上
旬

に
関
係
書
類
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

現
況
届
の
提
出
が
な
い
と
、
８
月
以

降
の
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
２
年
以
上
届
け
出

が
な
い
と
受
給
権
が
な
く
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
提
出
期
限

　

８
月
31

日
㈭

　

在
宅
で
重
度
の
障
が
い
が
あ
る
人

に
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

　

な
お
、
各
種
手
当
に
は
所
得
制
限

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
尋
ね
く

だ
さ
い
。

特
別
障
害
者
手
当

●
月
額
　
２
６
、
８
１
０
円

●
対
象
　
身
体
ま
た
は
知
的
・
精
神

に
重
度
の
障
が
い
が
あ
り
、
日
常

生
活
で
常
に
特
別
の
介
護
を
必
要

と
す
る
20

歳
以
上
の
人

●
障
が
い
の
程
度

　

身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
程
度

と
、
療
育
手
帳
Ａ
１
・
Ａ
２
程
度

の
障
が
い
が
重
複
し
て
い
る
人
、

も
し
く
は
そ
れ
と
同
程
度
の
障
が

い
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

い
�
�
�
�
�
�

障
害
児
福
祉
手
当

●
月
額
　
１
４
、
５
８
０
円

●
対
象
　
身
体
ま
た
は
知
的
・
精
神

に
重
度
の
障
が
い
が
あ
り
、
日
常

生
活
で
常
に
介
護
を
要
す
る
20

歳

未
満
の
人

●
障
が
い
の
程
度

　

身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
程
度
、

ま
た
は
療
育
手
帳
Ａ
１
・
Ａ
２
程

度
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

特
別
児
童
扶
養
手
当

●
月
額
　
１
級 

５
１
、
４
５
０
円

　
　
　
　

２
級 

３
４
、
２
７
０
円

●
対
象
　
心
身
に
一
定
以
上
（
重
度

〜
中
程
度
）
の
障
が
い
が
あ
る
20

歳
未
満
の
児
童
を
養
育
す
る
人

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
い
�
�
合
�
�
�
�

現
況
届
は
忘
れ
ず
に

◦
特
別
障
害
者
手
当

◦
障
害
児
福
祉
手
当

◦
特
別
児
童
扶
養
手
当

◦
経
過
的
福
祉
手
当

　

こ
れ
ら
の
手
当
の
受
給
者
は
、
受

給
資
格
要
件
確
認
の
た
め
、
毎
年
８

月
１
日
現
在
の
状
況
を
記
載
し
た
現

況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

必
要
書
類
な
ど
は
受
給
者
に
直
接

通
知
し
ま
す
。
提
出
が
な
け
れ
ば
８

月
以
降
の
手
当
を
受
給
で
き
な
く
な

り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
届
け
出
を

行
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

期
間
中
、
ど
う
し
て
も
都
合
の
つ

か
な
い
人
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
提
出
期
間

　

８
月
10

日
㈭
〜
31

日
㈭

重
度
の
障
が
い
が
あ
る
人
へ
の
各
種
手
当

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
で

児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
へ
の
制
度

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先 
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第10回特別弔慰金の請求はお早めに
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●支給内容　
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●申し込み・問い合わせ先
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●交付枚数������

●補助券の有効期限������������

●申込方法
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●申込開始�������

●申し込み・問い合わせ先
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支給対象児童１人の場合
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支給対象児童２人目
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支給対象児童３人目以降
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